
【患者さん 及びご家族の方へ】 

 

現在、国が推進しております「働き方改革」の実現に基づき、厚生労働省は「医師の働き

方改革に関する検討会」を発足し、医師の負担軽減や長時間労働の短縮に取り組むよう

に求められております。 

つきましては、担当医師からの病状説明および病院職員との退院に向けての説明などは、

原則として9：00～17：00 とさせていただきます。 

患者さん及びご家族の方には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

※なお、病状の急変時等の説明が必要な場合等、やむを得ない事情がある場合は、担当医師とご

相談の上、時間を調整させていただきます。また、外来診療や手術の関係で、時間が前後する事が

ございます。 
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